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令和５年度人事行政の運営等の状況を公表します 
 

「坂戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和５年度の人事

行政の運営等の状況の概要をお知らせします。 
 

１ 職員の任免及び職員に関する状況 

１ 任免の状況 

(1) 採用の状況  
                     （単位：人） 

職 種 男性 女性 計 

一般職  16  8 24 

教育職  3  0  3 

会計年度任用職員  0 20 20 

計 19 28 47 

 ※会計年度任用職員については、地方公務員法第 22条の 2第 1項第 2号により採用され 

  たフルタイムの会計年度任用職員です。（以下、同様とします。） 

  

(2) 再任用の状況 
                                    （単位：人） 

職 種 採用人数 備 考 

一般行政職 24 常勤職員 24人 

技能労務職  1 常勤職員 1人 

 

(3) 職位別任用状況 
                                    （単位：人） 

標準的な職名 
部長 次長 課長 課長補佐 合計 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 計 

職員数 

(令和 6年 3月 31日) 
11  0 14  1 40  9 43 14 108 24 132 

昇任者数 

（令和 5年度） 
 4  0  5  0  2  3  9  1  20  4  24 

 

(5) 退職の状況 

                     （単位：人） 

事 由 男性 女性 計 

定 年  0   0  0 

勧 奨  0   0  0 

普通等  4   6 10 

計  4   6 10 
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２ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

(各年 4月 1日現在) 

     区 分 

部 門 

職 員 数（人） 対前年

増減数 
主な増減理由 

令和 4年 令和 5年 

普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門 

一

般

行

政

部

門 

議  会 6 6 0  

総務企画 131 141 10 業務増に伴う増員 

税  務 41 40 △ 1 事務執行体制の効率化に伴う減員 

民  生 123 122 △ 1 事務執行体制の効率化に伴う減員 

衛  生 65 64 △ 1 事務執行体制の効率化に伴う減員 

労  働 2 2 0  

農林水産 13 14 1 業務増に伴う増員 

商  工 5 6 1 業務増に伴う増員 

土  木 60 59 △ 1 事務執行体制の効率化に伴う減員 

小  計 446 454 8 

＜参考＞ 

人口 1万当たり職員数 45.51人 

(類似団体の人口 1 万当たりの職員数

51.55人) 

教 育 部 門 93 89 △ 4 事務執行体制の効率化に伴う減員 

小     計 539 543 4 

＜参考＞ 

人口 1万当たり職員数 54.43人 

(類似団体の人口 1 万当たりの職員数

65.15人) 

公
営
企
業
等 

会
計
部
門 

国保事業 13 12 △ 1 事務執行体制の効率化に伴う減員 

そ の 他 33 33 0  

小  計 46 45 △ 1  

合  計 
585 

〔669〕 

588 

〔669〕 

3 

〔0〕 

＜参考＞ 

人口 1万当たり職員数 58.94人 

（注）１ 職員数は一般職の数です。 

（注）２ 〔 〕内は、条例定数の合計です。 
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(2) 年齢別職員構成の状況(令和 5年 4月 1日現在)  

 
 
 
 

区分 

20

歳

未

満 

20

歳

～

23

歳 

24

歳

～

27

歳 

28

歳

～

31

歳 

32

歳

～

35

歳 

36

歳

～

39

歳 

40

歳

～

43

歳 

44

歳

～

47

歳 

48

歳
～

51

歳 

52

歳

～
55

歳 

56

歳

～

59

歳 

60歳 

以上 
計 

職員数

(人) 
2 37 72 87 81 58 44 21 52 72 36 

26 

(再任用) 
588 

 

(3) 職員数の推移 
                                 （単位：人・％） 

年度 

部門別 

平成 

30年 

令和 

元年 
2年 3年 4年 5年 

過去 5年間の増

減数（率） 

一般行政 431 449 462 448 446 454 
   23 

（5.3%） 

教  育  95  95  95  92  93 89 
    △6 

 （△6.3%） 

普通会計 計 526 544 557 540 539 543 
  17 

（3.2%） 

公営企業等 

会計 計 
 50  50  46  46  46 45 

  △5 

（△10.0%） 

総合計 576 594 603 586 585 588 
   12 

（2.1%） 

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 
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２ 人事評価の状況 
(1) 人事評価の状況について 

評定の種類 概  要 評定の活用 対象人数 

人事評価 人事評価制度は、全職員を対象に、職員が

その職務を遂行するに当たり発揮した能

力・勤務態度に基づき評価する「能力評

価」・「勤務態度評価」と業績に基づき評

価する「業績評価」を実施しています。 

評価結果は、本人に通知し、今後の人材育

成に活用するとともに、次年度以降の人事

異動等の参考資料にしています。 

勤勉手当、昇給、

昇任昇格 

565人 

※育児休業

等は除きま

す。 

 

(2) 勤務成績の評定について 

評定の種類 概  要 評定の活用 対象人数 

新規採用職員

勤務評定 

地方公務員法で定められた 6か月の条件付

採用期間の勤務を評定します。 

正式採用 22人 

 

 

３ 職員の給与の状況 

１ 総括 

(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区 分 
住民基本台帳

人口 
歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 

人件費率    

（Ｂ／Ａ） 

(参考)令和4年

度の人件費率 

令和 

５年度 

R6.1.1  

99,527人 
千円 

35,337,917 

千円 

1,699,506 

千円 

4,710,098 

％ 

13.3 

％ 

13.2 

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。 
 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）  

区 分 
職員数 

（Ａ） 

給与費 一人当たり

給与費 

（B／A） 給 料 職員手当 
期末・勤勉 

手 当 
計（Ｂ） 

令和 

５年度 

人 

543 

千円 

1,682,289 

千円 

413,442 

千円 

745,822 

千円 

2,841,553 

千円 

5,233 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

（注）２ 職員数は令和 5年 4月 1日現在の人数です。 
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 (3) ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

 
 (注) ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与

水準を示す指数です。類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイ

レス指数を単純平均したものです。 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 5年 4月 1日現在)  

① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

 

坂戸市 

歳 

40.1 

円 

301,800 

円 

385,425 

円 

358,909 

埼玉県 41.8 317,507 410,989 365,421 

国 42.4 322,487 － 404,015 

類似団体 41.6 310,260 401,078 356,435 

 

② 技能労務職 

区 分 

公 務 員 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額(Ａ) 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

 

坂戸市 

歳 

50.6 

人 

     9 

円 

333,900 

円 

386,577 

円 

380,144 

 
うち清掃職員 50.6      6 325,700 374,850 370,817 

うち自動車運転手 55.3 （5人未満） 364,900 419,650 404,950 

埼玉県 55.9   153 332,633 386,940 369,843 

国 51.2 1,941 286,942 － 329,178 

類似団体 52.3    17 321,114 373,492 352,981 
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区 分 
民  間 参考 

対応する民間の類似職種 平均年齢 平均給与月額(Ｂ) Ａ／Ｂ 

 

坂戸市 

 

－ 

歳 

－ 

円 

－ 

 

－ 

 
うち清掃職員 廃棄物処理業 47.3 310,800 1.21 

うち自動車運転手 自家用乗用自動車運転者 58.6 238,500 1.76 

埼玉県 － － － － 

国 － － － － 

類似団体 － － － － 
 

区 分 

参  考 ※民間データとして使用

している賃金構造基本統

計調査の内容は、本市の技

能労務職員と雇用形態等

の諸条件が大きく異なる

ことから、給与を単純比較

することはできません。 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

 

坂戸市 

円 

6,043,524 

円 

－ 

 

－ 

 うち清掃職員 5,871,000 4,321,100 1.36 

 うち自動車運転手 6,764,100 3,180,100 2.13 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令

和 2～令和 4 年の 3か年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点におい

て完全に一致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員(Ｃ)｣及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍し

たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支

給された年間賞与の額を加えた試算値です。 
 
③ 教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

 

坂戸市 

歳 

43.6 

円 

394,200 

円 

517,045 

埼玉県 39.6 346,584 408,405 

類似団体 41.7 312,527 364,544 

（注）１ ｢平均給料月額」とは、令和 5年 4月 1日現在における職種ごとの職員の基本給の平

均です。 

（注）２ ｢平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、

時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実

態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、

国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれてい

ないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

 

(2) 職員の初任給の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 坂戸市 埼玉県 国 

一般行政職 
大学卒 

円 

191,700 

円 

194,711 

円 

185,200 

高校卒 164,100 161,396 154,600 

技能労務職 高校卒 164,100 164,037 － 

（注）技能労務職については、職種と採用時の年齢により初任給を決定するため、その平均を

記載しています。 
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 

円 

272,043 

円 

364,800 

円 

－ 

円 

398,073 

高校卒 238,550 － － 369,100 

技能労務職 
高校卒 － － 361,650 － 

中学卒 － － － － 

（注）各経験年数に該当する職員がいない場合は「－」で表示してあります。 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況  

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（令和 5年 4月 1日現在）  

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額 

 

1級 

 

主事補、技師補 

人 

 26 

% 

 6.2 

円 

150,100 

円 

247,600 

2級 主事、技師  87 20.8 198,500 304,200 

3級 主任 142 33.8 234,400 350,000 

4級 係長 64 15.3 266,000 381,000 

5級 課長補佐 36 8.6 290,700 393,000 

6級 課長、副課長 41 9.8 319,200 410,200 

7級 次長 13 3.1 362,900 444,900 

8級 部長 10 2.4 408,100 468,600 

（注）１ 坂戸市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

（注）２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 
 

(2) 昇給への人事評価の活用状況 

   人事評価の結果を昇給額の決定に活用しています。 
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４ 職員の手当の状況 

(1) 期末・勤勉手当（令和 5年 4月 1日現在） 

坂 戸 市 埼 玉 県 国 

(令和 4、5年度) 

 1人当たり平均支給額 

 令和４年度 1,472千円 

令和５年度  1,541千円 

(令和 4年度) 

 1人当たり平均支給額 

      1,650千円 
― 

(令和５年度支給割合) 

 期末手当    勤勉手当 

 2.40月分   2.00月分 

 (1.35月分)   (0.95月分) 

(令和５年度支給割合) 

 期末手当    勤勉手当 

 2.40月分   2.00月分 

 (1.35月分)   (0.95月分) 

(令和５年度支給割合) 

 期末手当    勤勉手当 

 2.40月分   2.00月分 

 (1.35月分)   (0.95月分) 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

 役職加算 5～20％ 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

 役職加算 5～20％ 

管理職加算 15～25％ 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等によ

る加算措置 

 役職加算 5～20％ 

管理職加算 10～25％ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

【参考】勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

   人事評価の結果を勤勉手当の支給に活用しています。 

 

(2) 退職手当（令和 5年 4月 1日現在） 

坂 戸 市 国 

（支給率）  自己都合   応募認定・定年 

勤続 20年  19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年  28.0395月分  33.27075月分 

勤続 35年  39.7575月分 47.709月分 

最高限度額   47.709月分  47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2～45%加算） 

1人当たり平均支給額(令和 5年度) 

 自己都合   応募認定・定年 

 5,463千円   18,048千円 

（支給率）  自己都合   応募認定・定年 

勤続 20年  19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年  28.0395月分  33.27075月分 

勤続 35年  39.7575月分 47.709月分 

最高限度額   47.709月分  47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2～45%加算) 

（注）坂戸市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、退職手当の支給率は同組合の支

給条例に基づくものです。退職手当の 1 人当たり平均支給額は、令和 5 年度に退職した職

員（全職種）に支給された平均額です。 
 

(3) 地域手当（令和 5年 4月 1日現在） 

支 給 実 績（令和 5年度決算） 179,584千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 330,726円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

坂戸市 10％ 543人 10％ 
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(4) 特殊勤務手当（令和 5年 4月 1日現在） 

支給実績（令和 5年度決算） 2,484千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 37,636円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 5年度） 12.2％ 

手当の種類（手当数） 10  

手当の名称 
主な支給 

対象職員 
支給を受ける者の範囲 

支給実績 

(令和 5年度 

決算) 

左記職員に対 

する支給単価 

 ① 税務事務手当 
収税事務 

担当職員 

  臨宅により市税の徴収の業務及

び滞納処分の業務に従事したとき 
6千円 日額 220円 

 ② 社会福祉業務 

    手当 

福祉関係 

職員 

  福祉事務所に勤務し、福祉に関

する現業を行う職員及び指導監督

を行う職員がその業務に従事した

とき、並びに在宅のねたきり老人

及び心身障害者等の生活に直接必

要な家事、介護又は助言等の奉仕

的業務に専ら従事する職員が当該

業務に従事したとき 

984千円 日額 220円 

 ③ 防疫作業手当 

保健衛生 

及び防疫 

関係職員 

  感染症が発生又は発生するおそ

れのある場合に、感染症若しくは

感染症の疑いのある患者の救護又

は感染症の病原体が付着若しくは

付着の危険がある物件の調査又は

処理作業に従事したとき等 

― 

 

6千円 

日額 500円 

 

日額 220円 

 ④ 保育手当 保育士 
  保育士が乳幼児の保育業務に従

事したとき 
1,218千円 日額 120円 

 ⑤ 用地交渉手当 

道路、区 

画整理関 

係職員等 

  本務の場所を離れて、公共用地

の取得に関する事業、土地区画整

理その他これに類する事業又はこ

れら事業に関連する事業に必要な

土地の取得、補償又は換地のため

に行う交渉業務に従事したとき 

42千円 日額 220円 

 ⑥ 保健指導業務 

    手当 
保健師 

  保健師が結核患者の家庭を訪問

して患者の療養指導の業務に従事

したとき 

― 日額 220円 

 ⑦ 行旅死亡人等 

    取扱手当 

福祉関係 

職員 

  行旅死亡人の処置又は行旅病人

の援護の業務に従事したとき 
2千円 １回 1,000円 

 ⑧ 廃棄物処理施 

設技術管理者 

業務手当 

廃棄物 

処理施設 

関係職員 

  廃棄物処理施設に勤務する職員

のうち、技術管理者としてその業

務に従事したとき 

96千円 日額 220円 

 ⑨ 電気主任技術 

者業務手当 

廃棄物処 

理施設関 

係職員等 

  電気主任技術者として高圧受

電、変電施設等の保守管理の業務

に従事したとき 

― 日額 220円 

 ⑩ 建築主事業務 

手当 
建築主事 

  建築主事に任命された職員が建

築物の建築等の確認及び検査その

他これらに準ずる業務に従事した

とき 

132千円 日額 500円 
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(5) 時間外勤務手当 

支給実績（令和５年度決算） 72,559千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 255,489円 

支給実績（令和４年度決算） 77,153千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 265,131円 

 

(6) その他の手当（令和 5年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（令和 5年 

度決算) 

支給職員 1 人

当たり平均支

給年額(令和 5

年度決算) 

扶養手当 
扶養親族のあるすべて

の職員 

 

同 

 千円 

40,745 

 

円 

222,650 

 

住居手当 

・自ら居住するための住

居を借り、月額 16,000

円を超える家賃を支払

っている職員 

同  29,908 279,514 

初任給調整 

手当 

医師に対し、採用後の期

間に応じ 216,000 円を

超えない範囲内で支給 

同  0 0 

通勤手当 

片道 2km 以上で交通機

関や自動車等を利用し

なければ通勤が困難な

職員 

同  19,105 54,899 

宿日直手当 

宿直勤務又は日直勤務

を命ぜられた職員に支

給 

異 

1回につき 

  5,000円 

1/1及び 12/31 

  8,600円 

1/2及び 12/30 

  8,300円 

1/3及び 12/29 

  8,100円 

1,270 5,163 

管理職手当 

管理、監督の地位にある

職員に対し、職位に基づ

き定額を支給 

同  67,668 532,819 

管理職員特別

勤務手当 

管理職手当の支給を受

ける職員が公務の運営

の必要により週休日又

は休日に勤務した場合 

同  119 7,000 

※ 会計年度任用職員には、地域手当、通勤手当、期末手当を支給しています。 
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５ 特別職の報酬等の状況  （令和 5年 4月 1日現在） 

区 分 給  料  月  額  等 

給
料 

 

 

市 長 

副市長 

教育長 

 

 

925,000円 

783,000円 

709,000円 

(参考) 類似団体における最高／最低額 

 

   10,61,000円 ／ 593,400円 

    885,000円 ／ 547,600円 

         － 

報
酬 

議 長 

副議長 

議 員 

471,000円 

413,000円 

390,000円 

    737,000円 ／ 372,000円 

    653,000円 ／ 294,000円 

     591,000円 ／ 266,000円 

期
末
手
当 

市 長 

副市長 

教育長 

（令和 5年度支給割合） 

4.40月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（令和 5年度支給割合） 

4.40月分 

退
職
手
当 

 

市 長 

副市長 

教育長 

（算定方式）       （1期の手当額） （支給時期） 

給料月額×在職月数×0.4025＝17,871,000円   任期ごと 

給料月額×在職月数×0.2415＝ 9,076,536円   任期ごと 

給料月額×在職月数×0.23 ＝ 5,870,520円   任期ごと 

（注）退職手当の「１期の手当額」は、4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、1 期（4

年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
 

４ 勤務時間その他の勤務条件及び休業に関する状況 

(1) 勤務時間の概要 

・職員の勤務時間は、一週間当たり 38時間 45分と定められており、原則毎週月曜日から

金曜日までの、それぞれ 8時 30分から 17時 15分までの勤務となります。 

・毎週土曜日に 8時 30分から 12時 00分まで市民課、納税課の窓口を開庁しています（土

曜日が祝日法による休日と重なった場合は閉庁）。 

 

(2) 休暇の種類 

  ・職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇

があります。 

   それぞれの概要は以下のとおりです。 

  ＜年次有給休暇＞労働基準法第 39条の諸規定に従って与えられる有給の休暇であり、１年

度につき最高 20日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高 40日間となります。 

  ＜病気休暇＞勤労意欲があっても負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対

し、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させる目的

で設けられた有給の休暇です。 

  ＜特別休暇＞選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故等特別の事由により職員が勤務

しないことが相当である場合に認められる有給の休暇です。（種類及び日数は下表のとおり） 

  ＜介護休暇＞配偶者、父母、子、配偶者の父母等の親族で負傷、疾病又は老齢により 2 週

間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相

当であると認められる場合における無給の休暇です。 

  ＜介護時間＞配偶者、父母、子、配偶者の父母等の親族で負傷、疾病又は老齢により日常
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生活を営むのに支障がある者の介護をするため、1日につき 2時間まで勤務しないことが相

当であると認められる場合における無給の休暇です。 

＜組合休暇＞登録された職員団体の業務又は活動に従事するために認められる無給の休暇

です。 

  ・会計年度任用職員には、職員に準じた休暇があります。 
 
（主な特別休暇の種類及び日数） 

項  目 日  数 

①選挙権その他公民として権利を行使する場合 

②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁

判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭す

る場合 

③出産の場合 

 

 

④妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が母子保健法

に規定される保健指導、健康診査を受ける場合 

⑤妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑

の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある

と認める場合 

⑥生後 1年に達しない子を育てる場合 

⑦忌引の場合 

 

 

⑧結婚の場合 

⑨妻の出産の場合 

⑩職員の妻の出産に際して出産にかかる子及び小

学校就学前の子を養育する場合 

⑪義務教育終了前の子を看護する場合 

必要と認められる期間 

必要と認められる期間 

 

 

出産予定日 6週間（多胎妊娠の場合には

14週間）前から産後 8週間を経過するま

での期間 

1回につき 1日の範囲内で必要と認めら

れる時間 

1日を通じて 1時間を超えない範囲内で

必要と認められる時間 

 

1日 2回それぞれ 30分間 

（例）配偶者、父母（血族）の場合 7

日、子（血族）の場合 5日、伯叔父母の

場合 1日 

5日の範囲内で必要と認められる期間 

3日の範囲内で必要と認められる期間 

5日の範囲内で必要と認められる期間 

 

1年度において 5日の範囲内で必要と認

められる期間（対象となる子が 2人以上

の場合は 10日） 

 

(3) 年次有給休暇の取得状況 

年 総取得日数 取得人数 平均取得日数 

令和 5年度 6,708.9日 546人 12.3日 

令和 4年度 5,801.1日 560人 10.4日 

 

(4) 育児休業等の取得状況 

 ア 育児休業 

     育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を養育するため、

子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とする

制度です。育児休業をしている期間について、給与は支給されません。  
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 イ 部分休業 

 部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学の始期に達するまでの

子を養育するため、１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しない制

度で、休業した期間の給与は減額されます。 

       休業の種類 

休業者の内訳 

 

育児休業 

  

部分休業 

 

うち新規 うち新規 

取得者合計  42人 18人 19人 4人 

うち女性 32人  9人 18人 4人 

うち男性 10人 9人  1人 0人 

 

(5) 時間外勤務の状況 

年度 総時間外勤務時間 支給対象人数 月平均時間外勤務時間 

令和 5年度 39,672時間 463人   7.1時間 

令和 4年度 46,284時間 474人   8.1時間 

 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況                              （人） 

事由                      種類 降任 免職 休職 計 

勤務成績がよくない場合 0 0  0 

心身の故障の場合 0 0 7 7 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0  0 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0  0 

刑事事件に関し起訴された場合   0 0 

条例で定める事由による場合   0 0 

計 0 0 7 7 

 

(2) 懲戒処分の状況                              （人） 

事由                   種類 免職 停職 減給 戒告 計 

法令に違反した場合 0 0 0 0 0 

職務上の義務に違反し、又職務を怠った場合 0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 

 

 

６ 職員の服務の状況 

(1) 職務専念義務免除の状況 

人間ドック 

（脳ドック等含む） 
リフレッシュ休暇 その他 合 計 

149件 32件 57件 238件 

 

(2) 営利企業等従事状況 

地域活動 研修等講師 その他 合 計 

2件 0件  68件 70件 
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７ 職員の退職管理の状況 

 退職管理とは、地方公務員法及び坂戸市職員の退職管理に関する規則に基づき、坂戸市を退

職した後に営利企業等に再就職した元職員が、職員に対して、職務上の行為をするように依頼

等をすることを規制し、公務の公正な執行を確保しています。 

 なお、令和 5年度における依頼等はありませんでした。 

 

８ 職員の研修の状況 

(1) 一般研修 

研修区分 研  修  名 対 象 者 延べ日数 修了者数     

基本研修 新規採用職員研修 
令和 5 年 4 月 1 日付新規採用

職員 

(前期)154日 22人 

(接遇)22日 22人 

(後期)132日 22人 

専門研修 

地方公務員法研修 

(ｅラーニング) 
主任在級 12年目以上の職員 6日 6人 

公務員倫理研修 係長職 2年目の職員 9日 9人 

人事評価制度研修 

①新規採用職員・希望者 

②新規 1次評価者・新規評価

補助者 

②2次評価者・1次評価者 

128日 

① 22人 

②  7人 

③ 77人 

政策研究セミナー 係長職 4年目の職員 63日 9人 

人権同和教育研修 全職員 551日 551人 

キャリア形成研修 
7 年目から 10 年目までの男

性職員 
36日 36人 

障害者差別解消法研修 新任副課長昇格者 5日 5人 

手話講習会 
全職員(希望者)、令和 4・5

年度新規採用職員 
268日 47人 

男女共同参画研修 各所属の代表者 40日 40人 

ハラスメント研修 
①集合・②部単位 

①・②管理職の職員 389日 
① 103人 

②  75人 

 
(2) 派遣研修 

研 修 先 研 修 名 等 延べ日数 修了者数 

自治人材開発センター 「中級研修」ほか 13研修 194日 111人 

西部五市町共同研修会 「初級職員研修」ほか 2研修  148日 73人 

自治大学校 
基本法制研修Ｂ及び第 2部

課程第 200期研修 
55日 1人 

社会福祉施設体験研修 
8年目から 10年目までの職

員 
30日 15人 

 

(3) 職場研修（ＯＪＴ） 

    職場研修担当者を中心に各課で実施 
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９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 福利厚生制度に係る負担状況 

共済組合への負担金の状況 

   共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である市の負担金

によって賄われています。市の負担率は法定されており、令和 5年度は次のとおりです。 

共 済 組 合 の 名 称 負 担 金 の 額 

埼玉県市町村職員共済組合 717,602,297円 

 

 

(2) 公務災害の発生状況 

名     称 件  数 

公 務 災 害 3件 

通 勤 災 害 0件 

 

１０ 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況 

 令和 5 年度、公平委員会への勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求

の状況はありませんでした。 


